
令和８年第５回

月形町教育委員会会議録

令和８年５月２６日

月形町教育委員会



令和８年第５回月形町教育委員会会議録

１ 招集日時 令和８年５月２６日（火） 午後４時００分

２ 招集場所 月形町総合体育館 大会議室

３ 出席委員 教育長 兼 平 晃 成

委 員 岸 上 希 央

委 員 目 黒 隆 紀

４ 委員以外の出席者 教育次長 表 谷 啓 介

主 幹 野 本 和 宏

学務係係長 森 田 祐 也

学務係主査 杉 田 裕 樹

社会教育係長 會 田 学

５ 教育行政報告 別紙のとおり

６ 議 件

議案第１３号 令和８年度月形町一般会計補正予算（第２号）[教育関係]について

報告第５号 臨時代理の報告について（月形町部活動地域展開検討協議会設置要綱の

一部を改正する告示の制定について）

報告第６号 町内小中学校在籍児童生徒数（令和８年４・５月分）について

７ 会議の顛末 別紙のとおり
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令和８年第５回月形町教育委員会会議録

（令和８年５月２６日）

○（兼平教育長）ただいまから令和８年第５回月形町教育委員会会議を開催します。

委員の皆様、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。

・・・

（午後４時００分開会）

‐○（兼平教育長）教育行政報告を説明願います。

○（表谷教育次長）１頁をお開きください。

３月１９日から５月１９日までの教育行政報告について抜粋してご説明いたします。

３月１９日「月形小学校卒業証書授与式」が開催され、各委員にもご出席をいただ

きました。

３月２６日「第４回教育委員会会議」を開催し、議案３件、報告２件が承認されま

した。また、同日、「第３回月形町総合教育会議」が開催され、月形町立学校における

働き方改革行動計画について報告させていただきました。

４月１日「教職員辞令交付式」が開催され、転入教職員７名へ辞令書を交付いたし

ました。

４月７日「月形小学校入学式」及び「月形中学校入学式」がそれぞれ開催され、小

学１年生８名、中学１年生８名が入学しました。

４月２１日「第１回公立高校配置計画地域別検討協議会」が開催され、高校配置を

取り巻く現在の状況について協議が行われました。

２頁をお開きください。

４月２２日「月形高等学校の存続に向けた要望意見書等」を北海道知事及び北海道

教育委員会教育長へ提出いたしました。

４月３０日「月形町ＰＴＡ連合会総会」が開催され、本年度の事業計画及び予算が

承認されました。

５月８日「ふれあい大学入学式・始業式」が開催され、４４名の学生による活動が

スタートしました。また、同日「月形高校タブレット贈呈式」が開催され、人づくり

振興協議会から、今年入学した高校１年生１８名にタブレットが贈呈されました。

５月１５日「第２回町議会臨時会」が開催され、議案３件、同意案１件、会議案１

件が承認されました。
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以上、行政報告とさせていただきます。

○（兼平教育長）ただいま、教育行政報告が終わりました。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

○（兼平教育長）質疑なしと認めます。以上で、教育行政報告を終了します。

‐○（兼平教育長）「議案第１３号 令和８年度月形町一般会計補正予算（第２号）[教育

関係]について」を議題とします。

表谷教育次長説明願います。

○（表谷教育次長）ご説明いたします。議案書３頁をお開きください。

「議案第１３号 令和８年度月形町一般会計補正予算（第２号）[教育関係]につい

て」地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、令和８年度月

形町一般会計補正予算（第２号）[教育関係]について、教育委員会の意見を求めるも

のです。

本日の提出です。

内容についてご説明いたします。

６月３日から開催される第２回町議会定例会に提案を予定している教育関連の補正

予算で、全３件を予定しています。

４頁、５頁をご覧ください。

１件目は、「スクールバス運行経費」の「修善料」７８９千円の増額補正です。

南便Ａ(知来乙、南耕地、刑務所)で運用しているマイクロバスのオートステップ（電

動補助ステップ）の動作不良によるものです。

オートステップを動作させているモーターのギアの摩耗と、機構部分の塩害、錆び

が原因でステップが展開及び格納されないもので、展開後に万が一格納されないまま

走行してしまうと大変危険でありますし、なによりこの春入学した児童が、ステップ

の動作不良のため、バスに乗車できない事例も発生していることから、交換による修

繕を行うものです。

６頁、７頁をご覧ください。

２件目は、「博物館管理経費」の「費用弁償」１６千円の増額補正です。

樺戸博物館の解説員として、会計年度任用職員 1名を採用したことによるものです。

当初予算において報酬、手当については新規採用者 1名分の予算を措置していまし
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たが、費用弁償については見込んでいなかったため、この際、通勤費として措置する

ものです。

８頁、９頁をご覧ください。

３件目は、「保健体育推進事業」の「費用弁償」１４千円の増額補正です。

スポーツ推進委員の１名が町外へ住所移転したため、新たに費用弁償が生じるもの

です。

以上、議案第１３号についてご説明いたしました。ご審議いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

○（兼平教育長）ただ今説明が終わりました。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

○（兼平教育長）質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１３号は本案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○（兼平教育長）異議なしと認めます。よって議案第１３号は本案のとおり可決されま

した。

‐○（兼平教育長）「報告第５号 臨時代理の報告について（月形町部活動地域展開検討

協議会設置要綱の一部を改正する告示の制定について）」を議題とします。

表谷教育次長説明願います。

○（表谷教育次長）ご説明いたします。議案書１１頁をご覧ください。

「報告第５号 臨時代理の報告について（月形町部活動地域展開検討協議会設置要

綱の一部を改正する告示の制定について）」

月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則（平成１３年月形町教育委員会規

則第４号）第４条の規定により、別紙のとおり臨時代理をしたので、同規則第６条の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。

本日の提出です。

内容についてご説明いたします。

１２頁をお開きください。

令和８年度より部活動地域展開検討協議会の活動を本格的に開始することから、同

協議会の委員に対し報償費の支払いをするため、同要綱に報償費の支給について規定
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するものです。

具体的には、要綱の第６条に委員に対して報償費を予算の範囲内で支給する旨を規

定するとともに、同条第２項に委員のうち国及び地方公共団体に属する職員に対して

は、報償費を支給しない旨をあわせて規定するものです。

以上、報告第５号についてご説明いたしました。ご承認いただきますよう、よろし

くお願いいたします。

○（兼平教育長）ただ今説明が終わりました。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

○（兼平教育長）質疑なしと認めます。

お諮りいたします。報告第５号は報告のとおり承認することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○（兼平教育長）異議なしと認めます。よって報告第５号は報告のとおり承認されまし

た。

‐○（兼平教育長）続きまして、「報告第６号 町内小中学校在籍児童生徒数（令和８年

４・５月分）について」を議題とします。

表谷教育次長、説明願います。

○（表谷教育次長）ご説明いたします。議案書１３頁をご覧ください。

「報告第６号 町内小中学校在籍児童生徒数（令和８年４・５月分）について」

令和８年４月分及び５月分の在籍児童生徒数になります。

本日の提出です。

在籍数の内訳についてご説明いたします。

議案書１４頁をお開きください。

４月１日現在の児童生徒数になります。３月の卒業生及び４月の新入学生で入れ替

わりがあり、小学校６１名、中学校３４名、計９５名の全校児童及び生徒数でスター

トしております。

なお、５月については１５頁のとおりですが、小学校の２年生、３年生、５年生に

それぞれ１名ずつ転入があり、４月から３名増の６４名となっています。中学校に変

更はありません。

以上、報告第６号についてご説明いたしました。ご承認いただきますよう、よろし
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くお願いいたします。

○（兼平教育長）ただいま説明が終わりました。質疑ございませんか。

（質疑なしの声あり）

○（兼平教育長）質疑なしと認めます。

○（兼平教育長）お諮りします。報告第６号は報告のとおり承認することにしたいと思

います。これにご意義ございませんか。

（異議なしの声あり）

○（兼平教育長）異議なしと認めます。よって報告第６号は報告のとおり承認されまし

た。

○（兼平教育長）以上で、本委員会に付議されました議案はすべて終了いたしました。

よって令和８年第５回月形町教育委員会を閉会します。

（午後４時２５分閉会）

この会議録は、事務局教育次長が作成したものであるが、その内容は正確であ

ることを証するためここに署名する。

令和８年５月２７日

教 育 長 兼 平 晃 成


